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■事業承継等の事前認可制度 
 
１ 建設業許可の事業承継・相続について（法第 17 条の２、17 条の３） 
 令和 2 年 10 ⽉ 1 ⽇から、建設業許可に関する事業承継及び相続に関する制度が新設されました。 
 改正以前の制度では、建設業者が事業譲渡・合併・分割（以下、「事業承継」という。）を⾏う時には、
従前の建設業許可を廃業するとともに、新たに建設業許可を新規申請し直す必要がありました。 
 この場合、廃業⽇から新たな許可⽇までの間に、軽微な⼯事以外の⼯事を請け負うことができない空
⽩期間が⽣じていました。 
 
 本改正により、事業承継を⾏う場合はあらかじめ事前の認可を受けること、相続の場合は死亡後 30 ⽇
以内に相続の認可を受けることで、空⽩期間を⽣じることなく、承継者（譲受⼈、合併存続法⼈、分割承
継法⼈。以下同じ）及び相続⼈が、被承継者（譲渡⼈、合併被消滅法⼈、分割被承継法⼈。以下同じ）及
び被相続⼈の建設業者としての地位の全部を承継することが定められました。 
 なお、事業承継・相続の認可の審査においては、承継者及び相続⼈が許可要件等を備えていることが必
要です。 
 
２ 認可申請の⼿続き 
 
（１）⼿続きの流れ 
 
    ⇒     ⇒ 
 
※通知書の発出について、⼤⾂許可番号が新たに付与される場合は承継効⼒発⽣⽇以降の発送になります。 
 
※承継⼈または被承継⼈が知事許可の場合は、別途知事への届出書（事業承継⽤（様式第⼆⼗⼆号の九）、

相続⽤（様式第⼆⼗⼆号の⼗⼆））の提出が必要です。 
 
（２）事前認可申請の受付期間 
  ①事業承継 
   ・事前相談 随時（事前に相談⽇時の調整をお願いします。） 
   ・申請受付 承継予定⽇の 90 ⽇前（必着）まで（標準処理期間 90 ⽇） 
    ※９０⽇を超えて申請書の提出があった場合、原則受付することができません。 
 
  ②相続 
   ・申請受付 死亡後、30 ⽇以内 
 
（３）⼿数料（登録免許税及び許可⼿数料） 
  認可⼿続きにおいて、⼿数料は発⽣いたしません。 

事前相談 認可 認可条件書類提出 
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（４）提出部数及び提出⽅法 
正本・副本各 1 部 副本は、押印年⽉⽇を記した受付印受領後、返送しますので、返信⽤封筒を同

封してください。 
 ア 提出⽅法   申請書類を郵送または持参で下記あて提出してください。 
             〒540−8615 
            ⼤阪府⼤阪市中央区⼤⼿前 3−1−41 ⼤⼿前合同庁舎 9 階 
            国⼟交通省 近畿地⽅整備局 建政部 建設産業第⼀課 建設業係 
                
 イ 受付    
  審査で内容に疑義が⽣じた場合は、別途確認資料や補正書類等を求めることがあります。 
  その結果、認可の基準に適合しない場合や、後⽇提出を要する資料が提出されない、承継が不可 
 能となった等の場合には、拒否処分や取消し処分を⾏う場合がありますので、ご了承ください。 

 
（５）事業承継及び相続の類型等について 
  ①認可申請を⾏うことができる場合と申請者 

事業承継の別 譲渡及び譲受け 合併 分割 相続

定義

建設業許可業者を含む複数
の事業者間で、建設業に関
する事業の全部譲渡が⾏わ
れる場合（個⼈から法⼈へ
の法⼈成、法⼈廃業から個
⼈事業主開業を含む。）

建設業許可業者を含む複数
の事業者間で、既許可業者
の消滅を伴う新設合併また
は 吸 収 合 併 が ⾏ わ れ る場
合。

建設業許可業者が、分割に
よって建設業部⾨を引き継
ぐ新たな建設業者を新設す
る、または複数の事業者間
で、建設業に関する事業が
吸収分割により全部譲渡さ
れる場合。

建設業者である個⼈事業主
が死亡後、他の個⼈事業主
への相続が⾏われた場合。

申請者
承継⼈・・・譲受⼈
被承継⼈・・譲渡⼈

承継⼈・・・合併存続法⼈
被承継⼈・・合併消滅法⼈

承継⼈・・・分割承継法⼈
被承継⼈・・分割被承継⼈

相続⼈本⼈

使⽤する申請様式 譲渡認可申請書
（様式第22号の５（P9参照））

合併認可申請書
（様式第22号の７（P11参照））

分割認可申請書
（様式第22号の８（P13参照））

相続認可申請書
（様式第22号の10（P15参照））  

根拠法令 法第１７条の２第１項 法第１７条の２第２項 法第１７条の２第３項 法第１７条の３
 

 
  ②認可を受けることができる場合 
    近畿地⽅整備局に認可申請ができるのは、承継後の承継者の主たる営業所が当局管轄の 2 府５

県（福井県、滋賀県、京都府、奈良県、⼤阪府、和歌⼭県、兵庫県）に存し、当該府県以外の都道
府県に従たる営業所が 1 つ以上存することになる場合に限ります。 

 
  ③引き続き使⽤することができる許可番号について 
   ア 建設業許可業者が無許可業者に承継される場合・・・従前の許可番号が引き継がれる 
   イ 複数の建設業許可業者間で承継が⾏われる場合・・・引き継ぐ許可番号の選択が可能 
     ※府県知事許可同⼠の承継については、新たに⼤⾂許可番号を付与することになります。 
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④承継規定の対象外とするケースについて（譲渡・合併・分割の場合） 
    承継者は、被承継者の建設業の全てを承継する必要がありますが、両者が有している建設業許

可の種類によっては、承継できない場合があり、承継⽇より前に⼀部廃業届の提出が必要な場合が
あります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
   ※異業種間の承継は可能。 
   ※同⼀業種でも、⼀般・特定区分が同⼀であれば承継は可能。 
   ※⼀部業種のみの承継は不可。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（６）承継予定⽇以降の事業年度終了届（決算報告）について 
   承継者は、被承継者の建設業許可業者としての地位を承継することから、被承継者の決算報告を

提出する義務を負います。承継⽇時点で、被承継者の未提出の決算報告がある場合は、承継者はこれ
を作成し提出してください。 

 
（７）承継予定⽇以降の営業所技術者について 
   承継される許可業種の営業所技術者は、承継予定⽇に、原則として業種ごとに同⼀の営業所技術

者が引き続き常勤している必要があります。 
 
 
 

地位承継の前 

承継元 
⼟⽊業（特定） 
鉄筋業（⼀般） 
舗装業（⼀般） 
造園業（⼀般） 

地位承継の後 

承継先 
建築業（特定） 
鉄筋業（⼀般） 
⼤⼯業（⼀般） 
左官業（⼀般） 

承継先 
⼟⽊業（特定） 建築業（特定） 
        鉄筋業（⼀般） 
舗装業（⼀般） ⼤⼯業（⼀般） 
造園業（⼀般） 左官業（⼀般） 

承継元 
⼟⽊業（特定） 
鉄筋業（特定） 
舗装業（⼀般） 
造園業（⼀般） 

承継先 
⼟⽊業（特定） 
鉄筋業（⼀般） 
舗装業（⼀般） 
造園業（⼀般） 

 

承継元 
⼟⽊業（特定） 
鉄筋業（⼀般） 
舗装業（⼀般） 
造園業（⼀般） 

承継先 
⼟⽊業（特定） 
鉄筋業（特定） 
舗装業（⼀般） 
造園業（⼀般） 

ある業種について、⼀般（特定）建設業の
許可を受けている者が、同⼀業種で特定
（⼀般）建設業の許可を有している者の地
位を承継することはできない。 
※例では、承継⽇より前に承継者⼜は被承
継者のどちらかの鉄筋業の⼀部廃業が必要 
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（８）認可条件資料（認可後提出資料）について 
   事業承継及び相続の認可申請時点で、認可予定⽇で確認することができない要件等は認可条件を

付し、速やかに提出いただくことになります。 
 
（９）事前認可申請の取下げ 
   認可申請書を提出し、受付された後に取下げ事由が発⽣した場合、（事業譲渡・合併計画が破棄さ

れた場合等）は、以下の「認可申請の取下げ願」を正・副作成し、近畿地⽅整備局建設産業第⼀課建
設業係あて提出（郵送⼜は持参）してください。        

別紙１１ 
別紙１６ 
                                    令和  年  ⽉  ⽇ 

近畿地⽅整備局⻑ 殿 
                              住    所 
                              商号⼜は名称 
                              代 表 者 ⽒ 名  
               譲渡及び譲受 
               合併 
               分割 
               相続 
                       譲渡及び譲受 
                       合併 
                       分割 
                       相続 
       が、下記の理由により認可申請の取下げを致します。 
                       記 
      取下げ理由 

 
（10）事前認可の取下げ 
   認可通知後に取り下げ事由が発⽣した場合は、以下の「認可の取下げ願」を正・副作成し、申請の

取下げと同様に、近畿地⽅整備局建設産業第⼀課あて提出（郵送⼜は持参）してください。 
別紙１４ 
                                    令和  年  ⽉  ⽇ 

近畿地⽅整備局⻑ 殿 
                              住    所 
                              商号⼜は名称 
                              代 表 者 ⽒ 名  
               譲渡及び譲受 
               合併 
               分割 
                       譲渡及び譲受 
                       合併 
                       分割 
                      
        下記の理由により認可の取下げを願います。 
                       記 
      取下げ理由 

の認可申請の取下げ願 

令和  年  ⽉  ⽇付けで、 の認可申請をしました 

の認可の取下げ願 

令和  年  ⽉  ⽇付けで、 の認可を受けましたが、 
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（11）認可の通知 
   ⼿続き完了後、申請者あてに「認可通知書」を郵送します。 
 
（12）認可後の許可の有効期間 
  ・相続の場合    ・・・承継の⽇の翌⽇から５年 

※承継の⽇までは、被相続⼈の許可を相続⼈に対してしたものとみなします。 
  ・事業承継の場合  ・・・承継の⽇を含め、承継の⽇の翌⽇から５年（有効期間は５年と１⽇） 

（例）R6.4.1 合併の場合、許可の有効期間は、R6.4.1〜R11.4.1 となります（次の許可期間は、 
R11.4.2 から 5 年間）。 

 
（13）事前認可申請の拒否、認可の取消しについて 
   申請内容に重⼤な虚偽があること、承継予定⽇に承継が⾏われないこと、または法定の期限内に

後⽇提出することを誓約した書類が提出されない等の場合、認可申請について、通知書の発送前であ
れば認可の拒否を、発送後であれば認可の取消しとなります。 

   この場合、被承継者（及び被承継者）の建設業許可の有効期限は、従前のものとなります。 
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３ 認可申請書、添付書類及び確認資料⼀覧 
 ・申請書類の作成にあたっては、建設業許可申請・変更の⼿引きも併せて参照し、記載⽅法等に留意し

てください。 
 ・必要に応じて、⼀覧表に記載のない書類の提出を求める場合があります。 
 ・申請書は、承継者の承継⽇時点の状況で作成してください。承継者は、承継⽇時点で許可要件を具備

していることが必要です。確認資料等は、原則、承継者に係るものが必要になります。 
 ・申請時点で、承継者⼜は被承継者の届出事項に変更がある場合は、認可申請の前に変更届を提出して

ください。 
 
〇…必須提出 △…近畿地⽅整備局に提出済みの書類から変更がなければ提出不要  
□該当する場合に提出 
【申請書及び添付書類】 

様式番号 書類の名称 譲渡 合併 分割 相続 
法⼈ 個⼈ 法⼈ 法⼈ 個⼈ 

22 号の 5 譲渡及び譲受け認可申請書（注１） 〇 〇 − − − 
22 号の７ 合併認可申請書 − − 〇 − − 
22 号の 8 分割認可申請書 − − − 〇 − 

22 号の 10 相続認可申請書 − − − − 〇 
別紙 1 役員等の⼀覧表 〇 − 〇 〇 − 
別紙２ 営業所⼀覧表（注２） 〇 〇 〇 〇 〇 
別紙３ 営業所技術者⼀覧表（注３） 〇 〇 〇 〇 〇 

22 号の 6 誓約書（社会保険等に関する届出について） 〇 〇 〇 〇 − 
22 号の 11 誓約書（社会保険等に関する届出について） − − − − 〇 
22 号の９ 届出書（譲渡等に係る認可申請を⾏った旨の届出）（注４） 〇 〇 〇 〇 − 
22 号の 12 届出書（相続に係る認可申請を⾏った旨の届出）（注４） − − − − 〇 

２号 ⼯事経歴書（注５）（承継法⼈が新設の場合は添付不要） □ □ □ □ □ 
３号 直前３年の各事業年度における⼯事施⼯⾦額（注５）

（承継法⼈が新設の場合は添付不要） 
□ □ □ □ □ 

４号 使⽤⼈数 〇 〇 〇 〇 〇 
６号 誓約書 〇 〇 〇 〇 〇 
− 登記されていないことの証明書（原本）（発⾏後３か⽉

以内） 
〇 〇 〇 〇 〇 

− ⾝分証明書（原本）（発⾏後３か⽉以内） 〇 〇 〇 〇 〇 
７号 常勤役員等（経営業務の管理責任者）証明書 □ □ □ □ □ 
別紙 常勤役員等の略歴書 □ □ □ □ □ 

７号の２ 常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 □ □ □ □ □ 
別紙１ 常勤役員等の略歴書 □ □ □ □ □ 
別紙２ 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 □ □ □ □ □ 
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確認資料 経営業務の経験を確認する資料（登記事項証明書等） △ △ △ △ △ 
８号 営業所技術者証明書（新規・変更）  〇 〇 〇 〇 〇 
− 技術検定合格証明書等の資格証明書（写） □ □ □ □ □ 
− 卒業証明書（原本） □ □ □ □ □ 
− 監理技術者資格者証（両⾯）（写） □ □ □ □ □ 

９号 実務経験証明書 □ □ □ □ □ 
１０号 指導監督的実務経験証明書 □ □ □ □ □ 

確認資料 営業所技術者の実務経験を確認する資料 △ △ △ △ △ 
１１号 建設業法施⾏令第３条に規定する使⽤⼈の⼀覧表 〇 〇 〇 〇 〇 
１２号 許可申請者（法⼈の役員等）の住所、⽣年⽉⽇等に関

する調書 
〇 〇 〇 〇 〇 

１３号 建設業法施⾏令第３条に規定する使⽤⼈の住所、⽣年
⽉⽇等に関する調書 

〇 〇 〇 〇 〇 

− 定款（承継法⼈が新設の場合は後⽇提出） 〇 − 〇 〇 − 
１４号 株主（出資者）調書 〇 − 〇 〇 − 
１５号 貸借対照表（注６） 〇 − 〇 〇 − 
１６号 損益計算書・完成⼯事原価報告書（注６） 〇 − 〇 〇 − 
１７号 株主資本等変動計算書（注６） 〇 − 〇 〇 − 

１７号の２ 注記表（注６） 〇 − 〇 〇 − 
１７号の３ 附属明細表（注６） 〇 − 〇 〇 − 

１８号 貸借対照表 − 〇 − − 〇 
１９号 損益計算書 − 〇 − − 〇 

− 登記事項証明書（原本）（発⾏後３か⽉以内） 〇 〇 〇 〇 〇 
２０号 営業の沿⾰（承継法⼈が新設の場合は後⽇提出） 〇 〇 〇 〇 〇 

２０号の２ 所属建設業者団体（承継法⼈が新設の場合は後⽇提出） 〇 〇 〇 〇 〇 
− 納税証明書（納付すべき額及び納付済）（原本）（注７） 〇 〇 〇 〇 〇 

２０号の３ 主要取引⾦融機関名（承継法⼈が新設の場合は後⽇提出） 〇 〇 〇 〇 〇 
− 譲渡・譲受けに関する契約書の写し 〇 〇 − − − 
− 合併契約書の写し及び合併⽐率説明書 − − 〇 − − 
− 合併の⽅法及び条件が記載された書類（注８） − − 〇 − − 
− 分割契約書の写し及び分割⽐率説明書 − − − 〇 − 
− 新設分割計画書（注９） − − − 〇 − 
− 分割の⽅法及び条件が記載された書類（注８） − − − 〇 − 
− 株主総会の決議録等 〇 − 〇 〇 − 
− 申請者と被相続⼈との関係を証する書類 − − − − 〇 
− 当該申請者以外の相続⼈の同意書 − − − − 〇 
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（注１）認可申請書は、事業承継の効⼒発⽣⽇時点の内容を記載するものとし、認可申請時点で提出でき
ない書類については、承継後、速やかに提出することとなります。なお、後⽇提出書類が提出され
るまでは、条件付きの認可となります。 

（注２）相続の認可申請の場合には「別紙−１」に該当します。 
（注３）相続の認可申請の場合には「別紙−２」に該当します。 
（注４）認可申請を⾏う際に、消滅法⼈等が都道府県知事の建設業許可を取得している場合に、当該都道

府県あてに提出してください。 
（注５）承継法⼈に係る直前決算期の書類を作成してください（施⾏規則第 13 条の２）。 
（注６）合併・分割存続法⼈が合併・分割により新設される法⼈である場合には提出は不要です。ただし、

開始貸借対照表（任意様式）を作成・提出してください。 
（注７）承継法⼈における申請時直前の決算期の納税証明書を提出してください。 
（注８）合併・分割契約書に⽅法及び条件が記載されていれば省略が可能です。 
（注９）分割認可申請において承継法⼈が新設法⼈の場合に提出してください。 
 
 
 
 
 
 
 
【後⽇提出書類】 

様式番号 書類の名称 

様式第 2 号 承継直後の時点（承継の⽇の直前１年間）における⼯事経歴書 
様式第 3 号 承継直後の時点（承継の⽇の直前 1 年間）における直前三年の各事業年度における⼯事

施⼯⾦額 
確認資料 経営業務の管理責任者等の健康保険証（写）（表⾯のみ） 
7 号の３ 健康保険等の加⼊状況 
確認資料 健康保険及び厚⽣年⾦保険の保険料納⼊に係る領収証書等（写） 
確認資料 労働保険概算・確定保険料申告書（写）、領収済通知書（写）（雇⽤保険料に係るもの） 
確認資料 営業所技術者・経営業務管理責任者の常勤性確認書類（写し） 
確認資料 営業所の写真（営業所の外観・⼊⼝付近・内部・許可標識） 
− 定款（新設法⼈の場合） 
15〜17 号の３
等 

承継直後の時点（承継の⽇の直前の１年間）における貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書、注記表及び附属明細表並びに事業報告書 

20 号 営業の沿⾰（新設法⼈の場合） 
20 号の２ 所属建設業者団体（新設法⼈の場合） 
− 登記事項証明書（発⾏後 3 か⽉以内のもの） 
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４ 申請書等記載例 
 （１）認可申請書 
   ① 譲渡及び譲受け認可申請書（様式第⼆⼗⼆号の五） 

この申請書により、建設業の譲渡及び譲受けの認可を申請します。
この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

殿

行政庁側記入欄
許可年月日

x

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
2.個人 , ,

建設業以外に行つている営業の種類

１．有
２．無

許可年月日

10 15 20

15 25

兵庫県 神戸市
20

ウ ケ

30

20

40

5 10 15 20

2 2
10

3

キ ン キ ユ ズ リ

3 5

解

1
絶

1
通

1
園

1
井

1
具

1
水 消 清

1 1 1
ガ

1
塗

1
防

1
内

1
機

1
鋼

1
筋

1
舗

1 1
板

1
しゆ

１ ４

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

１ ２

譲渡及び譲受け後
の主たる営業所の
所 在 地

１ ３

譲渡及び譲受け後
の主たる営業所の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

号
知事 特

商 号 又 は 名 称 １ ０

代 表 者 又 は 個 人
の氏名のフリガナ

１ １

認可申請時におい
て 許 可 を 受 け て
い る 建 設 業

０ ８

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ９

1
土 建

1
大

3 5

＜譲受人に関する事項＞

譲渡及び譲受け後に
営 業 し よ う と す る
建 設 業

０ ７

5 6

1
左

1
と

1
石

1
屋

1
電

1
管

2
タ

2

0 2 3 4許可 （
般

－ 0 5

10

引き続き使用する
許 可 番 号

０ ６ 0 0
国土交通大臣

月 0 1 日

譲渡及び譲受けの理由を記載。
※閲覧書類となることを念頭に譲渡及び譲受け理由を記載して下さい。

100,000,000 円

４

０ ５

大臣
コード

知事

）第

譲 渡及 び譲 受け
の 理 由

譲 渡及 び譲 受け
の 価 格

０ ３

０

3 5

令和 0 8 年 0

年 月

5 7

譲 渡及 び譲 受け
年 月 日

7

1

１

０ ２

許 可 番 号

認 可 申 請 年 月 日

０

年

3

10

日号
知事 特

般
－ ）第

11 13 15

令和

5

国土交通大臣
許可 （

月 日

知事

大臣
コード

知事
3

令和

北海道開発局長

（第１面）

年 月 日

近畿地方整備局長

令和

大阪府大阪市中央区大手前○○-○　大手前ビル

許 可 番 号 １ ８

郵 便 番 号 １ ５

法人又は個人の別 １ ６

兼 業 の 有 無 １ ７

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

近 畿 譲 受 （ 株 ）
23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

ユ ズ リ ウ ケ ジ ロ ウ

二 郎
支配人の氏名3 5 10

3 5 10 15

○ ○ － ○

譲 受

都道府県名 市区町村名

3

35

5

2 8 1 0 0

0
3 5 6

23 25 30

6 5 1 － 0 0 0 0 7 5 - x x x - x

1 0 0 2

電 話 番 号

10 13 153 4 5

知事 特

大臣
コード

知事
3

1 （ ）

（
般

－0 0
国土交通大臣

許可

1 （ ）
宅地建物取引業

3

0 0 0 (千円) 1 1 1

フ ァ ッ ク ス 番 号

x x x

25

4 5

5 年

2 3

13

0 4 月 0 1 日

3 3 4 42

15

6 号 令和 0
10 11

0 5 ）第 0 2 3 4 5
5

譲受人 代表取締役　譲受　二郎

近畿譲渡株式会社
申請者 譲渡人 代表取締役　譲渡　一郎

兵庫県神戸市○○-○
近畿譲受株式会社

,,

１.一般

２.特定

１.一般

２.特定

枠内は記載しない

不要なものを消すこと

承継予定日を記入

引き続き使用する許可番号を記入

※両者が大臣許可業者であれば、承継法人・

被承継法人いずれの許可番号でも可

譲受法人が認可後に営業しようとするすべての業種

を記入する。

※項番08、19を併せた業種を記入する

申請時点の譲受法人の情報を記載。

※承継後、法人名の変更が生じる場合

承継日以降に変更届を提出する。

承継後の住所・電話番号を記載する。

譲受法人の許可番号等を記載
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解

q

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
2.個人 , ,

１．有
２．無

許可年月日

0

建設業以外に行つている営業の種類

宅地建物取引業

2

２ ３

代 表 者 又 は 個 人
の氏名のフリガナ

２ ２ ジ ョ

主 た る 営 業 所 の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

3 5

２ ４ 2 7 1

6

フ ァ ッ ク ス 番 号

3 4 5

２ ６

ウ ト イ

8 都道府県名

- 1 1 4 1

（用紙Ａ４）

（第２面）

＜譲渡人に関する事項＞

譲 り 渡 す
建 設 業

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清

１ ９ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 5 10 15

1 1 1 1 1 1 1 1 1
20

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

２ ０ キ ン キ ジ ョ ウ ト
23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称 ２ １ 近 畿 譲 渡 （ 株 ）
23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

3 5 10
支配人の氏名

チ ロ ウ

代 表 者 又 は 譲 渡 一 郎個 人 の 氏 名

市区町村名

3 5 10 15 20

主 た る 営 業 所 の
所 在 地

２ ５ 大 手 前 ○ ○ － ○ 大 手 前 ビ ル
23 25 30 35 40

3 5 6

郵 便 番 号 5 4 0 － 8 6 2 5 電 話 番 号 0 6 - 6 9 4

0 0 0 0 （千円） 5法人又は個人の別 ２ ７ 1 （ ）

令和 0

8 8 9
3

兼 業 の 有 無 ２ ８ 1 （ ）

大臣
コード

知事
3 5

4 年

61

4 月 0 1 日
知事 特

許 可 番 号 ２ ９ 0 0
国土交通大臣

4

大阪府 大阪市中央区

許可 （
般

－ ）第 0 0 1 2 3 4号0

5

10 15 20

10 13 15 20 25

10 11 13 15

7 7 7 85 6

2

１.一般

２.特定

申請時点の譲渡会社の情報を入力する。
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② 合併認可申請書（様式第⼆⼗⼆号の七） 
様式第二十二号の七（第十三条の二関係）

この申請書により、合併の認可を申請します。
この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

殿

行政庁側記入欄
許可年月日

#

資本金額又は出資総額 法人番号

, ,

25

25 30

10 15 20

15 20

15 20

35 40

3

キ ン キ ソ ン ゾ ク
5 10

3 5

解

1

1 1

井 具 水 消 清内 機

1
絶 通

1
園板しゆ ガ 塗 防

２

１ ３

合 併 後 の 主 た る
営 業 所 の 所 在 地

1
舗

1

25 30

25 30

1
15

3

号
知事 特

商 号 又 は 名 称 １ ０

代 表 者 の 氏 名 の
フ リ ガ ナ

１ １

０ ８

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ９

2
土 建

2
大 鋼

3 5

０ ７

4 5

1
左

1
と

1
石

1
屋

1
電

1
管

1
タ

1 1
筋

0 1 2 3許可 （
般

－ 0 5

10

引き続き使用する
許 可 番 号

０ ６ 0 0
国土交通大臣

月 0 1 日

合併の理由を記載。
※閲覧書類となることを念頭に合併理由を記載して下さい。

100,000,000 円

４

０ ５

大臣
コード

知事

）第

合 併
の 理 由

合 併 の 価 格

０ ３

０

3 5

令和 0 8 年 0

年 月

5 7

合 併 年 月 日

7

1

１

０ ２

許 可 番 号

認 可 申 請 年 月 日

０

年

3

10

日号
知事 特

般
－ ）第

11 13 15

令和

5

国土交通大臣
許可 （

月 日

知事

大臣
コード

知事
3

令和

北海道開発局長

（用紙Ａ４）

０ ０ １ １ １

合　併　認　可　申　請　書

（第１面）

年 月 日

近畿地方整備局長

令和

申請者

兵庫県神戸市○ｰ○
近畿消滅株式会社
代表取締役　合併　二郎

代表取締役　合併　一郎
近畿存続株式会社

郵 便 番 号 １ ５

資 本 金 額 等 １ ６

23

23

合

5 4
3

3

2 7

１ ４

代 表 者
の 氏 名

１

5 10 15 20

近 畿 存 続 （ 株 ）
35 40

3 5 10 15 20

ガ ッ ペ イ イ チ ロ ウ

前

大阪府 大阪市中央区

23

併 一 郎
5

1 2 8

大
25 30

手 前 ○ ○ － ○ 手

0 0 0 (千円) 1 1 1 21 0 0

フ ァ ッ ク ス 番 号

4 5

　　　　＜合併存続法人又は合併により新設される法人に関する事項＞

合併後に営業しよ
う と す る 建 設 業

認可申請時におい
て合併存続法人が
許可を受けている
建 設 業

0 － 8

合併後の主たる営
業所の所在地市町
村 コ ー ド

5 6

6 2 5 電 話 番 号 0

4 52 2 3 3

1

3 4 4

4 2 - 1 1 46 - 6 9

10 13

20

都道府県名 市区町村名

3 5 10

3 5 10 15

大
4035

ビ ル

大阪府大阪市中央区大手前○○ｰ○　大手前ビル

１.一般

２.特定

１.一般

２.特定

不要なものを消すこと

枠内は記載しない

承継予定日を記入

引き続き使用する許可番号を記入

※両者が大臣許可業者であれば、承継法人・被

承継法人いずれの許可番号でも可

合併存続法人が認可後に営業しようとする全ての業種を記入する

合併存続法人が申請時点で既に有している業種を記入する

申請時点の合併存続法人の情報を記載。

※承継後、業者名の変更が生じる場合

承継日以降に変更届を提出する

合併後の住所・電話番号を記載

合併認可申請は、3社以上の合

併も想定されている。この場合、

申請者には建設業許可の承継に

関わる全員の記入が必要。
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建設業以外に行つている営業の種類

１．有
２．無

許可年月日

資本金額又は出資総額 法人番号

8

建設業以外に行つている営業の種類

１．有
２．無

許可年月日

役員等、営業所及び営業所技術者等については別紙による。

連絡先

15 20

10 13 15 20 25

10 11 13 15

- x x x

月許 可 番 号 １ ８ 0 0
国土交通大臣

許可 （ 0 1 日

７ 1 （ ）
宅地建物取引業

大臣
コード

3 5

般
－ 0 5 ）第 0 令和 0 5 0 4

許可 （
般

－ 8号 令和 0

6

日

40

7

0 4 月 0 1

7 7 8 8 8 9

x

年

6

1 （ ）
宅地建物取引業

0 4 ）第 0 0 5 6 7知事 特

大臣
コード

知事
3 5

0 0 4
国土交通大臣

3

0 0 0 (千円) 5 5 5 62 0

フ ァ ッ ク ス 番 号

4 5

25 30 35

0 7 8 - x x x
10

3 5

2 8 1 0 0 都道府県名 市区町村名

3 5 6

23

6 5 1 － 0 0 0 0 電 話 番 号

3 5 10

3 5 10 15

○ － ○

合 併 二 郎

兵庫県 神戸市
20

3 5 10 15 20

ガ ッ ペ イ ジ ロ ウ

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

近 畿 消 滅 （ 株 ）

23 25 30 35 40

許 可 番 号 ２ ９

郵 便 番 号 ２ ６

資 本 金 額 等 ２ ７

兼 業 の 有 無 ２ ８

認可申請時に 合併
消滅法人が許 可を
受けている建 設業

（用紙Ａ４）

（第２面）

＜合併消滅法人に関する事項＞

年

知事

知事 特 1 2 3 4 5号

3

兼 業 の 有 無 １

１ ９ 1
左

1
と

12
土 建

2
大 石

1
屋 電 管

1
タ

1

１

代 表 者 の 氏 名 の
フ リ ガ ナ

２ ２

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

２ ０

鋼

1
筋

1
舗

1 1
板しゆ 塗 防 内 機

1

5 10

１．一般
２．特定

）
水 消 清 解

1
（

絶 通

1
園 井 具ガ

２ ５

代 表 者
の 氏 名

２ ３

主 た る 営 業 所 の
所 在 地

２ ４
主 た る 営 業 所 の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

商 号 又 は 名 称 ２

10 11 13 15

15 203

キ ン キ シ ョ ウ メ ツ

,,

合併消滅法人が複数いる場合、第2面は消滅法人ごとに1枚ずつ作成する

合併消滅法人が申請時点で有している許可業種を全て記入

※承継しない業種は承継日前に廃業届を提出する

合併消滅法人の許可番号を記入する

 
  
 
 
 
 
 



13 
 

③分割認可申請書（様式第⼆⼗⼆号の⼋） 

この申請書により、分割の認可を申請します。
この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

殿

行政庁側記入欄

許可年月日

解

資本金額又は出資総額 法人番号

, , 3 3 3 4 4 4 5資 本 金 額 等 １ ６ 1 0 0 0 0 0 （千円） 1 1 1 2 2 2

- 6 9 4 1 - 1

フ ァ ッ ク ス 番 号

4 5

3 5 6

1 40 － 8 6 2 5 電 話 番 号 0 6 1

23 25 30 35 40

手 前 ビ ル大 手 前 ○ ○ － ○ 大

8 都道府県名 大阪府 市区町村名 大阪市中央区
5 10 15 20

代 表 者
１ ２ 分 割 一 郎の 氏 名

3 5 10

イ チ ロ ウ代 表 者 の 氏 名
の フ リ ガ ナ

１ １ ブ ン カ ツ
3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

商 号 又 は 名 称 １ ０ 近 畿 分 割 （
3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

カ ツ商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ９ キ ン キ ブ ン
3 5 10 15 20

2認可申請時におい
て 許 可 を 受 け て
い る 建 設 業

2０ ８

1
3 5

1 1 2 2 1 1 1 1 1分割後に営業しよ
う と す る 建 設 業

０ ７ 1 1 1 1 1

土 建 大 左 と 石 屋 電 管

知事 特

　　　　＜分割承継法人に関する事項＞

0 0
国土交通大臣

許可 （
般

－ 0 5 3 4

3 5 7

4 月 0

日

1 日

月

分 割 年 月 日 ０ ３ 令和 0 8 年 0

令和第

大臣
知事

月（

5

般
許可

特
）

令和 年０ ２

3

知事

知事
許 可 番 号

認 可 申 請 年 月 日

3 5 7

０ １
国土交通大臣

項 番

号

１

様式第二十二号の八（第十三条の二関係）

（第１面）

令和 年 月 日

０

（用紙Ａ４）

２

分　割　認　可　申　請　書

１０

3分割後の主たる営
業所の所在地市区
町 村 コ ー ド

3

郵 便 番 号 １ ５ 5 4

分割後の主たる営
業 所 の 所 在 地

１ ３

１ ４

2
5

7 1 2

株 ）

分 割 の 理 由
０ ４

分割の理由を記載
※閲覧書類となることを念頭に合併理由を記載してください。

分 割 の 価 格 ０

大臣
コード

知事
3 5

引き続き使用する
許 可 番 号

０ ６

５ 10,000,000

消 清

1 1

井 具 水

1

近畿地方整備局長
北海道開発局長

塗 防 内 機 絶 通 園

円

5 6 7号

タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ

第 0

大阪府大阪市中央区大手前○○ｰ○　大手前ビル
近畿分割株式会社

日－

申請者 代表取締役　分割　一郎

東京都千代田区○○ｰ○
関東分割株式会社

11 13 15

コード

代表取締役　分割　二郎

年

10

25

10

10 15 25 30

10 15 20

10 13 15 20

1 1 1
１.一般
２.特定

１.一般

２.特定

不要なものを消すこと

枠内は記載しない

分割認可申請は、3社以上の分割も

想定されている。この場合、申請者

には建設業許可の承継に関わる全

員の記入が必要。

分割予定日を記入

引き続き使用する許可番号を記入

※両者が大臣許可業者であれば、承継人・被

承継人いずれの許可番号でも可

分割承継法人が認可後に営業しようとする全ての業種を記入する

分割承継法人が申請時点で既に有している業種を記入する

申請時点の分割承継法人の情報を記載。

※承継後、業者名の変更が生じる場合、

承継日以降に変更届を提出する。

分割後の住所・電話番号を記載
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１．有
２．無

許可年月日

解

資本金額又は出資総額 法人番号

, ,

１．有
２．無

許可年月日

役員等、営業所及び営業所技術者等については別紙による。

連絡先

月 0 1 日
知事 特

東京都 千代田区

4 5 6 7 8 号 令和 0 年

70 0 5

x x

0
国土交通大臣

許可 （
般

－ ）第 00 5

3

兼 業 の 有 無 ２ ８ 1 （ ）

建設業以外に行つている営業の種類

宅地建物取引業

資 本 金 額 等 1 0

フ ァ ッ ク ス 番 号

4 5

0 0 （千円） 3 3 3 4 4
20

5 5

x x0 1 3 電 話 番 号 0 3 -
3 5 6

郵 便 番 号 ２ ６ 1 0 0 － 0

23 25 30 35 40

10 15 20

主 た る 営 業 所 の
所 在 地

２ ５ ○ ○ － ○

3 5 10

分 割 二 郎

3 5 10 15 20

代 表 者 の 氏 名
の フ リ ガ ナ

２ ２ ブ ン カ ツ ジ ロ ウ

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称 ２ １ 関 東 分 割 （ 株 ）

23 25 30 35 40

ン ト ウ ブ ン カ ツ

1 1 1

3 5 10 15 20

1 1

水 消 清

認可申請時に分割
被承継法人が許可
を 受 け て い る
建 設 業

１ ９ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

塗 防 内 機 絶 通 園 井 具電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ

3 4 5 6 7 号 令和 0 5

知事
3 5

許 可 番 号 １ ８ 0 0
国土交通大臣

許可 （
般

－ ）
知事 特

0 5 第 0

（用紙Ａ４）

（第２面）

3

兼 業 の 有 無 １ ７ 1 （ ）

建設業以外に行つている営業の種類

宅地建物取引業

２
の 氏 名

主 た る 営 業 所 の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

x x x x -

３

3 5

２ ４ 1 3 1 0 1 都道府県名 市区町村名

3 5

大臣
コード

5

5２

20

10 13 15

4

石 屋

代 表 者

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

２

6 6 6２ ７

大臣
コード

知事
3

許 可 番 号 ９ 0

０ カ

10 15

0 4

25

10 11 13 15

10 11 13 15

年 0 4 月 0 1 日

　　　　＜分割被承継法人に関する事項＞
土 建 大 左 と

１.一般

２.特定

分割被承継人が複数いる場合、第2面は被承継法人ごとに1枚ずつ作成する

分割被承継法人が申請時点で有している許可業種を全て記入

※承継しない業種は承継日前に廃業届を提出する

分割被承継法人の許可番号を記入する
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   ④相続認可申請書（様式第⼆⼗⼆号の⼗） 

この申請書により、建設業の相続の認可を申請します。
この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

殿

行政庁側記入欄

許可年月日

解

１．有
２．無

許可年月日

10

10 15 25 30

10 15 20

6 - 6 9 4 1

日
知事 特

0 5

大阪府 大阪市中央区

建設業以外に行つている営業の種類

0 5 7 号

10 11

フ ァ ッ ク ス 番 号

3

2 （ ）

05 4 0 － 8 6 2 5 電 話 番 号

3 5 6

23 25 30 35 40

手 前 ○ ○ 大 手 前 ビ ル

被相続人との続柄
１ １ 親子

相 続 後 の 主 た る
営 業 所 の 所 在 地
市 区 町 村 コ ー ド

3 5

１ ２ 2 7 1 2 8 都道府県名 市区町村名

3 5 10

氏 名 の
フ リ ガ ナ

０ ９

支配人の氏名
氏 名

25 30 35 40

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称 相 続 （ 株 ）

23 25 30 35 40

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ７ ソ ウ ゾ ク

受けている建 設業

3 5 10 15 20

て 相 続 人 が 許 可 を
０ ６ 2 1 1 1

1
認 可 申 請 時 に お い 3 5

1

通 園 井 具 水 消 清

2 2 1 1 1 1

舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶

知事 特

＜相続人に関する事項＞
土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋

許可 （
般

－ ）第 00 号3 4 5 6 7４

2 月 0 1 日

大臣
コード

知事
3

令和 0 7 年 1

5

0
国土交通大臣

年 月 日
知事 特

般
－ ）第 号 令和許 可 番 号 ０ １

国土交通大臣
許可 （

大臣コード
知事

項 番 3 5 10

北海道開発局長 大阪府大阪市中央区大手前○○ｰ○

申請者 相続人 相続　一郎

11 13 15

近畿地方整備局長

知事

日月年令和

様式第二十二号の十（第十三条の三関係） （用紙Ａ４）

０ ０ 1 ３ 1

相　続　認　可　申　請　書
（第１面）

４

１ ０

23

０ ８

０ ５

０

被 相 続 人 の
死 亡 日

０ ３

相続後に相続人が営業

しよ うとする建 設 業

引き続き使用する
許 可 番 号

3 5 7

認 可 申 請 年 月 日 ０ 日

3 5 7

２ 令和 年 月

兼 業 の 有 無 １ ５

許 可 番 号 １ ６

3

大

大臣
コード

知事
3

0 0

相 続 後 の 主 た る
営 業 所 の 所 在 地

１ ３

郵 便 番 号 １

5 10 15 20

ソ ウ ゾ ク イ チ ロ ウ
3 5 10

相 続 一 郎

国土交通大臣
許可 （

般
－ 第 0 令和 0 5 年 0 4 月

1 4

15 20

－ ○

3 4 5 6
5

1- 1

0 1
13 15

１.一般

２.特定

１.一般

２.特定

不要なものを消すこと

枠内は記載しない

被相続人の死亡日を記入
建設業者同士の場合は、引き続き使用

する許可番号を選択することができる。

相続人が許可を有していない場合は、被

相続人の許可番号を記入する。

相続人が相続後に営業しようとする全ての業種を記入する

相続人が申請時点で有している業種を記入する

被相続人の許可番号を記入する  
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